
は
じ
め
に

本
史
料
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
弾
圧
が
強
化
さ
れ
る
十
七
世
紀
半
ば
の

尾
張
・
美
濃
地
域
に
む
け
て
発
給
さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
処
遇
に
関
わ

る
書
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
に
在
府
し
て
い
る
旗
本
・
坪
内
惣
兵

衛
が
、
自
身
の
弟
で
在
地
に
居
る
嘉
兵
衛
の
治
め
る
知
行
地
で
キ
リ
シ

タ
ン
が
発
覚
し
た
た
め
、
そ
の
処
遇
に
関
し
て
、
嘉
兵
衛
宛
に
い
く
つ

か
の
指
示
を
出
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
幕
府
・
尾
張
藩
の
指
示
の

も
と
で
対
応
追
わ
れ
る
旗
本
の
様
子
と
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
実
例
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
興
味
深
い
文
書
で
あ
る
と
言
え
る
。

同
史
料
は
現
在
、
中
京
大
学
文
学
部
が
古
書
店
よ
り
購
入
し
所
蔵
し

て
お
り
、
こ
れ
ま
で
学
内
で
の
展
示
会
や
学
生
の
実
習
等
で
利
用
さ
れ

て
き
た
が
、
管
見
の
限
り
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
を
対
象
と
し
た
こ
れ
ま
で

の
研
究
の
中
で
取
り
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
今
回
紹
介
す
る
事
で
同
地

域
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
新
た
な
事
例
と
し
て
今
後
の
研
究
の

一
助
と
な
る
史
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一

濃
尾
地
域
の
キ
リ
シ
タ
ン

ま
ず
、
本
史
料
の
背
景
と
な
る
濃
尾
地
域
の
キ
リ
シ
タ
ン
史
を
概
観

し
て
お
く
。
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濃
尾
地
域
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
歴
史
は
古
く
、
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
鹿
児
島
に
到
着
し
た
天
文
十
八

(

一
五
四
九)

年

か
ら
数
え
て
わ
ず
か
十
七
年
後
の
永
禄
九

(

一
五
六
六)

年
に
尾
張
に

お
い
て
布
教
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
尾
張
で
の
最
初
期
の
布
教
は
コ
ン

ス
タ
ン
チ
ノ
と
い
う
洗
礼
名
の
日
本
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
永
禄
か
ら

元
亀
の
う
ち
に
六
百
人
が
洗
礼
を
受
け
た
と
さ
れ
る(

１)

。
織
田
信
長
・

信
忠
の
膝
下
で
あ
っ
た
美
濃
で
は
彼
ら
の
庇
護
を
受
け
て
キ
リ
ス
ト
教

は
大
き
な
広
が
り
を
見
せ
、
信
忠
の
子
、
織
田
秀
信
は
文
禄
三

(

一
五

九
四)

年
に
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ノ
よ
り
洗
礼
を
受
け
る
な
ど
、
岐
阜
城
下

を
中
心
に
キ
リ
シ
タ
ン
は
増
加
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
濃
尾
地
域
で
は
織
豊
期
に
キ
リ
ス
ト
教
が
隆
盛
し
て

い
た
が
、
豊
臣
秀
吉
の
バ
テ
レ
ン
追
放
令
・
徳
川
家
康
に
よ
る
慶
長
年

間
の
禁
教
令
と
続
き
、
江
戸
幕
府
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
代
に
も
引
き

継
が
れ
た
禁
教
の
流
れ
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
は
全
国
で
大
き
な
弾
圧

を
受
け
た
。
長
崎
で
は
一
般
に

｢

元
和
大
殉
教｣

と
呼
ば
れ
る
宣
教
師

ら
の
大
弾
圧
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
も
江
戸
幕
府
に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
弾

圧
は
広
が
り
、
寛
永
十
四

(

一
六
三
七)

年
に
発
生
し
た
島
原
の
乱
を

経
て
鎖
国
が
完
成
す
る
に
至
っ
た
。
江
戸
幕
府
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の

も
と
で
進
め
ら
れ
た
鎖
国
政
策
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
諸
外
国
と
の
断

交
な
ど
、
貿
易
上
の
規
制
に
加
え
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
も
禁
止
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
が
全
国
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
尾
張
で
も
寛
永
年
間

(

一
六
二
四
〜)

以

降
、
断
続
的
に
摘
発
・
弾
圧
が
行
わ
れ
た
。

尾
張
藩
で
の
最
初
の
キ
リ
シ
タ
ン
摘
発
は
、
島
原
の
乱
に
先
立
つ
寛

永
八(

一
六
三
一)

年
の
丹
羽
郡
高
木
村(

現
愛
知
県
丹
羽
郡
扶
桑
町)

か
ら
約
五
〇
名
が
摘
発
さ
れ
四
十
四
名
が
江
戸
に
送
ら
れ
た
事
例
で
あ

る
。
ま
た
同
十
四
年
に
は
三
〇
〇
余
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
斬
首
さ
れ
、

続
く
寛
文
元
年
に
は
塩
・
帷
子

(

現
岐
阜
県
可
児
市)

に
て
キ
リ
シ
タ

ン
が
発
覚
し
検
挙
さ
れ
る
な
ど
、
濃
尾
地
域
で
は
数
多
く
の
キ
リ
シ
タ

ン
が
摘
発
・
処
罰
さ
れ
た
。
ま
た
同
年
尾
張
藩
は
幕
命
に
よ
り
藩
内
に

吉
利
支
丹
奉
行
を
設
置
し
、
海
保
弥
兵
衛
・
高
力
七
兵
衞
が
こ
れ
に
就

任
、
弾
圧
が
強
め
ら
れ
た
。
寛
文
年
間
に
捕
ら
え
ら
れ
た
者
は
江
戸
へ

送
還
さ
れ
吟
味
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
、
許
さ
れ
る
者
も
い
た
よ
う
だ

が
多
く
は
尾
張
に
て
処
刑
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
寛
文
年
間
の
濃
尾
地
域

の
キ
リ
シ
タ
ン
一
斉
弾
圧
は
一
般
に

｢

濃
尾
崩
れ｣

と
言
い
、
史
上
で

も
大
き
な
弾
圧
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

次
に
こ
れ
ま
で
の
濃
尾
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
挙

げ
る
。
濃
尾
キ
リ
シ
タ
ン
に
つ
い
て
は
戦
前
に
森
徳
一
郎
氏(

２)

に
よ
り
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詳
細
な
年
表
の
作
成
が
行
わ
れ
て
以
降
、
柴
田
亮
氏
ら(

３)

に
よ
っ
て
弾

圧
の
詳
細
な
分
析
が
積
み
上
げ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
先
述
し
た
よ
う
な

弾
圧
の
場
所
や
人
数
と
い
っ
た
経
過
に
関
す
る
検
討
の
ほ
か
、
尾
張
藩

か
ら
出
さ
れ
た
高
札
な
ど
多
く
の
史
料
が
検
討
さ
れ
、
寛
文
元
年
に
十

人
組
を
改
組
し
て
五
人
組
を
結
成
さ
せ
領
民
を
相
互
に
監
視
さ
せ
た
事

や
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
発
見
し
訴
え
出
た
者
に
礼
銭
が
支
払
わ
れ
る
な
ど

の
形
で
進
め
ら
れ
た
弾
圧
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
尾
張
藩
に
よ
る
寛
文
期
の
弾
圧
の
背
景
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て

は
清
水
紘
一
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
る(

４)

。
氏
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁

教
政
策
の
実
施
背
景
を
尾
張
藩
の
藩
政
改
革
の
一
環
と
し
て
理
解
す
べ

き
と
し
、
弾
圧
に
向
け
た
宗
門
改
機
構
の
成
立
は

｢
寛
文
年
間
の
禄
制

改
革
措
置
と
相
俟
っ
て
家
臣
団
の
吏
僚
化
を
一
層
進
め
、
尾
張
藩
の
藩

政
機
構
に
官
僚
的
気
風
の
伸
長
を
促
す
こ
と
と
な
っ
た｣
と
考
察
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、｢

寛
文
期
に
尾
張
藩
を
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
駆
り
立

て
た
原
因
と
背
景｣

と
し
て

｢

尾
張
藩
に
一
貫
し
て
な
さ
れ
た
幕
府
の

強
力
な
行
政
指
導｣

と

｢

寛
文
改
革
と
称
さ
れ
る
一
連
の
行
政
改
革
を

断
行
し
た
藩
内
事
情｣

の
二
点
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
今
後
の
尾

張
藩
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
に
関
す
る
研
究
は
寛
文
・
延
宝
期
に
近
世
村
落

の
形
成
な
ど
の
社
会
構
造
の
変
化
や
、
そ
れ
に
伴
っ
た
藩
政
の
改
革
お

よ
び
藩
内
の
情
勢
と
関
連
づ
い
た
も
の
と
し
て

｢

全
国
的
な
背
景
も
踏

ま
え
、
総
合
的
に
究
明
し
て
い
く
こ
と｣

を
課
題
と
し
て
あ
げ
て
い

る(

５)

。
こ
の
よ
う
に
豊
富
な
先
行
研
究
に
支
え
ら
れ
、
そ
の
宗
教
的
意
義
に

つ
い
て
や
弾
圧
の
経
過
に
つ
い
て
は
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、

加
え
て
新
た
な
視
点
と
し
て
藩
や
社
会
情
勢
と
関
連
づ
け
た
研
究
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
、
濃
尾
地
域
の
キ
リ
シ
タ
ン
史
を
概
観
し
た
。
今
回
紹
介
す
る

史
料
は
、
寛
文
期
の
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
発
覚
し
た
旗
本
、

そ
し
て
尾
張
藩
の
吉
利
支
丹
奉
行
お
よ
び
江
戸
幕
府
の
宗
門
改
役
の
三

者
の
対
応
の
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

本
史
料
は
こ
う
し
た
点
か
ら
寛
文
期
濃
尾
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
を
社
会

の
状
況
や
藩
・
幕
府
な
ど
を
含
め
て
総
合
的
に
検
討
す
る
た
め
の
重
要

な
史
料
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
に
史
料
を
紹
介
す
る
。

二

｢

坪
内
惣
兵
衛
書
状｣

の
内
容

以
下
に
、
中
京
大
学
所
蔵｢

坪
内
惣
兵
衛
書
状｣

を
紹
介
し
て
い
く
。

史
料
写
真
と
釈
文
・
大
意
を
添
え
、
本
史
料
の
分
析
を
行
う
。
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①

史
料
概
要
・
年
次
比
定

本
史
料
の
形
態
は
折
紙
で
あ
り
、
書
留
文
言
が｢

恐
々
謹
言｣

と
な
っ

て
い
る
書
状
形
式
で
あ
る
。
一
紙
で
あ
り
包
紙
は
な
い
。
大
き
さ
は
縦

三
四
・
五
セ
ン
チ
、
横
五
〇
・
六
セ
ン
チ
で
あ
る
。
史
料
中
央
の
縦
の

折
り
目
部
分
と
史
料
奥
に
傷
み
の
激
し
い
箇
所
が
み
ら
れ
、
判
読
で
き

な
い
字
が
あ
る
。

続
い
て
年
次
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
史
料
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
尾

張
藩
の
吉
利
支
丹
奉
行
の
設
置
は
寛
文
元

(

一
六
六
一)

年
で
あ
り
、

海
保
弥
兵
衛
と
高
力
七
兵
衛
は
そ
の
際
に
奉
行
に
就
任
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
時
の
江
戸
幕
府
宗
門
改
役
と
し
て
北
条
安
房
守
と
保
田
若
狭

守
の
名
が
見
ら
れ
る
。
北
条
の
就
任
が
万
治
二

(
一
六
五
九)

年
、
保

田
の
就
任
が
寛
文
二

(

一
六
六
二)

年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
史
料
は

寛
文
二
年
が
上
限
と
な
る
。
下
限
に
つ
い
て
は
、
材
料
が
少
な
く
幅
が

出
て
し
ま
う
が
、
宗
門
改
役
で
あ
る
北
条
安
房
守
の
没
し
た
の
が
寛
文

十

(

一
六
七
〇)

年
五
月
で
あ
り
同
年
の
八
月
発
給
は
考
え
ら
れ
な
い

た
め
、
本
史
料
の
下
限
は
寛
文
九
年
ま
で
の
八
月
と
な
る
。
こ
の
間
に

北
条
は
、
宗
門
改
役
に
あ
り
な
が
ら
寛
文
七

(

一
六
六
七)

年
か
ら
播

磨
国
姫
路
城
の

｢

城
引
渡
の
役｣

に
就
い
て
お
り
、
こ
の
年
の
七
月
二

十
六
日
に
姫
路
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
七
年
を
除
外
す
る

こ
と
が
出
来
る
。

す
る
と
本
史
料
は
寛
文
二
年
か
ら
同
九
年
の
う
ち
、
同
七
年
を
除
い

た
七
年
間
の
う
ち
の
ど
こ
か
と
な
る
。
尾
張
吉
利
支
丹
奉
行
で
あ
る
海

保
や
高
力
に
つ
い
て
の
史
料
が
少
な
く
、
こ
の
よ
う
に
年
次
比
定
が
幅

の
あ
る
比
定
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
多
少
の
推
論
を
述
べ
る
な
ら
ば
、

本
史
料
に
は
尾
張
藩
に
寛
文
五
年
一
月
に
設
置
さ
れ
た
吉
利
支
丹
奉
行

の
上
役
に
あ
た
る
寺
社
奉
行
、
な
ら
び
に
そ
の
役
に
あ
っ
た
人
物
の
名

前
が
全
く
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
寺
社
奉
行
の
創
設
以
前
で
あ
っ
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
寛
文
二
年
か
ら
同
四

(

一
六

六
四)

年
の
三
年
間
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

差
出
人
・
宛
名
と
な
っ
て
い
る
坪
内
氏
は
、
寛
文
期
に
こ
れ
と
い
っ

た
大
き
な
動
き
は
な
く
年
次
比
定
の
材
料
と
な
ら
な
い
。
差
出
で
あ
る

惣
兵
衛
の
諱
が
判
読
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
確
定
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
が
、
寛
文
期
を
通
し
て
当
主
で
あ
っ
た
定
長
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
寛
文
四
年
に
没
し
た
定
長
の
父
で
隠
居
中
の
定
仍
の
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
今
回
の
キ
リ
シ
タ
ン
発
覚
の
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
野
村
与
平
次

に
つ
い
て
も
、
寛
文
期
の
帳
面
類
が
残
存
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
把
握

が
出
来
ず
、
こ
ち
ら
も
同
様
に
年
次
を
割
り
出
す
に
足
る
情
報
を
見
つ

け
出
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
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以
上
、
史
料
の
概
要
と
推
論
を
含
ん
だ
が
年
次
比
定
を
行
っ
た
。
次

に
釈
文
を
掲
げ
る
。

【
釈
文
】

猶
々
尾
張
ニ
て
吉
利
支
丹
之｣

御
穿
鑿
之
御
次
而
ニ
御
吟
味
被
成｣

可
被
下
候
吉
利
支
丹
之
穿
鑿
ハ｣

別
而
難
成
物
之
様
ニ
承
及
候
、

弥｣

頼
入
申
由
、
尾
張
奉
行
衆
ヘ
頼
可
被
下
候
、｣

御
当
地
両
人

之
奉
行
衆
�
尾
張｣

奉
行
衆
へ
被
遣
候
書
状
之
写
越
申
候
、｣

御

覧
可
有
之
候

以
上

去
月
廿
六
日
之
飛
札
今
三
日｣

当
着
拝
見
申
候
、
然
者
最
前
�｣

被

仰
越
候
貴
殿
知
行
所
内
野
村｣

与
平
次
妻
之
儀
尾
州
ニ
而｣

埒
明
不

申
候
付
、
今
度
尾
州
奉
行｣

衆
江
戸
江
被
申
越
付
、
其
方
�
も｣

被

申
遣
候
へ
之
由
、
内
意
其
上
前｣

廉
被
申
含
候
段
、
無
沙
汰
ニ
致｣

候
へ
之
由
、
御
紙
面
之
通
一
々
承
届
候
、｣

則
北
条
房
州
・
保
田
若

州
へ｣

右
之
趣
具
ニ
申
達
候
へ
ハ
、
両
人
衆｣

被
申
候
ハ
、
彼
者
・

妻
・
親
・
兄
弟
其｣

外
一
門
悉
尾
張
御
領
ニ
有
之
、｣

来
利
支
丹
と

相
知
レ
候
上
ハ
、
元
来｣

尾
張
ニ
而
候
間
、
彼
地
へ
御
請
取
御｣

�

儀
候
様
ニ
仕
可
然
候
条
、
御
請
取｣

御
吟
味
候
様
ニ
と
則
尾
張
吉
利｣

支
丹
奉
行
衆
海
保
弥
兵
衛
・
高
力｣

七
兵
方
江
安
房
殿
・
若
狭
殿
書｣
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状
被
遣
候
間
、
貴
殿
�
御
届
可
有
候
、｣

尤
其
節
貴
殿
�
も
尾
張
奉

行｣
衆
江
可
被
申
入
ハ
、
彼
者
一
門
御
領
地
ニ｣

罷
有
上
ハ
其
方
へ

御
請
取
御
�｣

儀
被
成
被
下
候
様
ニ
と
我
等
方
�
も
申｣

越
候
間
、

御
請
取
被
下
候
様
ニ
と
可
被
申｣

談
候
儀
、
此
上
□
之
尾
張
奉
行｣

衆
被
申
分
も
有
之
候
ハ
ヽ
、
具
ニ
一
々｣

可
被
申
越
候
、
重
而
右
御

両
人
衆
江｣

申
談
、
委
細
可
申
入
候
、
将
又
与
平
次
�｣

子
共
儀
妻

之
落
着
迄
ハ
弥｣

堅
可
被
申
付
置
候
、
誠
首
尾
能｣

埒
明
大
悦
御
同

意
得
候
、
恐
々
謹
言

坪
内
惣
兵
衛

八
月
七
日

(

定
長
カ)
(
花
押)

坪
内
嘉
兵
衛
様

【
大
意
】

史
料
の
大
意
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
去
月(

七
月)

二
十
六
日
付
の
坪
内
嘉
兵
衛
書
状
が
、
今
月(

八
月)

三
日
に
到
着
し

(

惣
兵
衛)

が
拝
見
し
た
。

・
最
前
よ
り
、
嘉
兵
衛
よ
り
領
内
に
住
む

｢

野
村
与
平
次
の
妻｣

が
キ

リ
シ
タ
ン
で
あ
る
と
発
覚
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
尾
張
で
は
埒

が
明
か
ず
尾
張
の
吉
利
支
丹
奉
行
衆
が
江
戸
へ
申
し
越
し
て
き
た
。

・
北
条
安
房
守
・
保
田
若
狭
守

(

宗
門
改
役)

の
両
名
は
、
当
該
の
キ

リ
シ
タ
ン

(

野
村
与
平
次
の
妻)

と
そ
の
親
類
に
つ
い
て
、
そ
の
悉

く
が
尾
張
の
者
で
あ
る
た
め
、
尾
張
で
引
き
取
り
、
吟
味
す
る
よ
う

書
状
を
遣
わ
し
た
。

・
そ
の
書
状
は
嘉
兵
衛
よ
り
尾
張
の
奉
行
衆
へ
届
け
て
く
だ
さ
い

(

現

在
は
惣
兵
衛
が
保
有
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
嘉
兵
衛
に
転
送
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る)

。

・
彼
者

(

野
村
与
平
次
の
妻)

は
坪
内
一
門
の
領
内
に
居
る
た
め
、
嘉

兵
衛
に
対
し
て
請
取
と
�
議
を
下
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
ち
ら

(

惣
兵

衛)

か
ら
も
尾
張
の
奉
行
衆
へ
申
し
伝
え
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い

て
、
尾
張
の
奉
行
衆
と
話
し
合
う
べ
き
で
す
。

・
与
平
次
と
そ
の
親
類
は
、
く
れ
ぐ
れ
も
落
着
ま
で

(

嘉
兵
衛
に)

申

し
付
け
る
。

・
な
お
尾
張
で
キ
リ
シ
タ
ン
の
穿
鑿
の
つ
い
で
に
行
わ
れ
る
キ
リ
シ
タ

ン
の
吟
味
は
、
格
別
難
儀
な
も
の
に
な
る
も
の
と
承
っ
て
い
る
の
で
、

く
れ
ぐ
れ
も
尾
張
の
奉
行
衆
へ
頼
ん
で
お
い
て
く
だ
さ
い
。

・
御
当
地
両
人

(

宗
門
改
役
二
名)

よ
り
尾
張
の
奉
行
衆
へ
の
書
状
の

写
し
を
添
え
る
の
で
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
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②

差
出
人
・
宛
名

本
史
料
は
、
江
戸
在
府
中
で
あ
る
旗
本
坪
内
惣
兵
衛
か
ら
、
分
家
で

あ
り
在
地
に
い
る
坪
内
嘉
兵
衛
に
宛
て
て
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
差
出
・

宛
先
と
も
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
坪
内
氏
は
、
坪
内
喜
太
郎
利
定
を
祖
と

し
美
濃
松
倉

(

現
岐
阜
県
各
務
原
市)

を
本
拠
と
し
て
い
た
郷
士
で
あ

る
。
織
田
信
長
が
美
濃
を
攻
め
た
際
に
こ
れ
に
従
い
、
功
を
あ
げ
た
こ

と
で
勢
力
を
伸
ば
し
た
。『
各
務
原
市
史』

で
は
利
定
の
嫡
子
源
太
郎

(

の
ち
惣
兵
衛)

家
定
と
共
に
天
正
十
八

(

一
五
九
〇)

年
に
家
康
に

召
し
出
さ
れ
、
喜
太
郎
に
二
〇
〇
〇
石
、
源
太
郎
に
五
〇
〇
石
が
与
え

ら
れ
た
と
す
る
。
利
定
の
次
男
嘉
兵
衛
ら
も
関
東
に
赴
い
た
と
さ
れ
、

お
の
お
の
召
抱
え
ら
れ
て
い
る(

６)

。
坪
内
氏
は
美
濃
松
倉
周
辺
に
知
行

を
受
け
、
関
ヶ
原
の
合
戦
・
大
坂
の
陣
に
も
徳
川
方
と
し
て
参
陣
し
て

い
る
。

坪
内
利
定
父
子
の
知
行
所
は
、
こ
れ
も

『

各
務
原
市
史』

に
よ
る
と

美
濃
国
各
務
郡
長
塚
・
新
加
納
・
大
野
・
小
佐
野
・
三
井
・
上
前
渡
・

下
前
渡
・
葉
栗
郡
上
中
屋
・
佐
野
・
下
中
屋
・
間
島
・
成
清
・
平
島
・

米
野
・
江
川
・
無
動
寺
・
中
野
・
松
原
島
・
笠
田
島
・
松
倉
の
十
九
ヶ

村
に
わ
た
っ
て
い
る
、
父
子
五
人
で
計
六
五
三
三
石
余
の
知
行
を
う
け

て
い
る
の
は
旗
本
で
も
大
身
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
嫡
子
で
あ
る
源
太

郎
改
め
惣
兵
衛
家
定
は
一
家
を
代
表
し
て
幕
府
に
出
仕
し
、
そ
の
後
代
々

さ
ま
ざ
ま
な
役
を
勤
め
幕
末
を
迎
え
て
い
る
。
ま
た
坪
内
惣
兵
衛
家
は

三
つ
の
分
家
を
持
っ
て
い
お
り
、
彼
ら
が
知
行
地

(

在
地)

に
残
っ
て

い
る
。
喜
太
郎
利
定
の
次
男
嘉
兵
衛
定
安
を
祖
と
す
る
前
渡
家
・
三
男

佐
左
衛
門
正
定
を
祖
と
す
る
平
島
家
・
長
女
の
子
を
養
子
と
し
た
四
男

太
郎
兵
衞
安
定
を
祖
と
す
る
三
井
家
の
三
家
で
あ
る
。
三
家
は
知
行
地

に
在
り
必
要
に
応
じ
て
江
戸
へ
勤
仕
し
た
。

本
史
料
の
差
出
人
は
、
喜
太
郎
利
定
よ
り
数
え
て
四
代
目
と
な
る
惣

兵
衛
定
長
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
定
長
は
万
治
三

(

一
六
六
〇)

年

に
父
定
仍
よ
り
家
督
を
譲
り
受
け
た
。
父
で
あ
る
定
仍
も
寛
文
四
年
ま

で
は
存
命
だ
が
、
定
長
へ
家
督
を
譲
る
と
共
に
致
仕
し
築
地
に
居
た
と

い
う
。
宗
門
改
役
な
ど
に
関
わ
っ
て
、
江
戸
で
の
活
動
を
行
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
見
る
と
、
当
主
で
あ
っ
た
定
長
の
方
に
妥
当
性
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

宛
先
で
あ
る
坪
内
嘉
兵
衛
家
は
先
述
の
通
り
惣
兵
衛
家
の
分
家
で
あ

る
。
嘉
兵
衛
家
は
寛
文
年
間
に
当
主
が
変
わ
る
た
め
、
二
名
の
人
物
の

ど
ち
ら
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い
。
初
代
嘉
兵
衛
定
安
よ
り
数
え
て
三

代
目
で
、
寛
文
三

(

一
六
六
三)

年
五
月
に
病
死
し
た
坪
内
定
勝
、
も

し
く
は
そ
の
子
で
あ
り
四
代
目
の
定
道
で
あ
ろ
う
。
定
勝
は
病
死
で
あ
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り
前
後
の
動
向
が
分
か
ら
な
い(

７)

・(

８)

。

史
料
か
ら
は
坪
内
嘉
兵
衛
の
領
内
で
キ
リ
シ
タ
ン
発
覚
し
た
こ
と
が

分
か
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
史
料
内
に
は
尾
張
藩
の
吉
利
支
丹
奉
行
の
名

が
見
ら
れ
、
尾
張
藩
を
巻
き
込
ん
で
こ
の
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
い

た
事
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
に
尾
張
藩
が
関
与
す
る
要
因

は
、
坪
内
氏
の
知
行
す
る
各
務
郡
・
葉
栗
郡
が
木
曽
川
を
挟
ん
で
尾
張

藩
に
面
し
て
い
る
事
な
ど
の
地
理
的
条
件(

９
註
に
引
用
し
た
地
図
を
参
照)

が
理
由
に

挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

尾
張
藩
の
旗
本
領
へ
の
関
与
に
つ
い
て
、
地
理
的
要
因
の
ほ
か
に
先

例
も
み
ら
れ
る
。
寛
文
元

(

一
六
六
一)
年
に
こ
ち
ら
も
尾
張
藩
に
ほ

ど
近
い
美
濃
国
塩
・
帷
子

(

現
岐
阜
県
可
児
市)
で
キ
リ
シ
タ
ン
が
発

覚
し
た
際
、
こ
の
地
を
知
行
す
る
旗
本
の
林
権
左
衛
門
が
尾
張
藩
に
取

り
締
ま
り
を
依
頼
す
る
な
ど
の
事
例(

�)

が
見
ら
れ
、
近
隣
の
旗
本
は
尾

張
藩
に
取
り
締
ま
り
の
協
力
を
依
頼
す
る
事
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

③

尾
張
藩
吉
利
支
丹
奉
行

尾
張
藩
で
は
寛
永
年
間
以
降
の
相
次
ぐ
キ
リ
シ
タ
ン
の
摘
発
に
対
応

し
て
、
吉
利
支
丹
奉
行
が
寛
文
元

(

一
六
六
一)

年
五
月
晦
日
に
設
置

さ
れ
た
。
初
代
の
目
付
に
は
海
保
弥
兵
衛
・
高
力
七
兵
衞
が
任
じ
ら
れ

た
。
海
保
は
奉
行
就
任
と
と
も
に
二
百
石
の
加
増
を
受
け
て
い
る
。
こ

の
寛
文
元
年
の
吉
利
支
丹
奉
行
設
置
に
伴
い
海
保
は
幕
府
宗
門
改
役
北

条
安
房
守
か
ら
摘
発
に
つ
い
て
伝
授
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る(

�)

。

寛
文
五

(

一
六
六
五)

年
に
は
藩
内
に
寺
社
奉
行
が
設
置
さ
れ
、
吉

利
支
丹
奉
行
の
職
掌
は
寺
社
奉
行
内
に
吸
収
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

清
水
氏
は｢

吉
利
支
丹
奉
行
所
が
新
設
の
寺
社
奉
行
の
一
部
局
と
し
て
、

名
称
も
含
め
て
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
た｣

と
し
て
お
り
、
寛
文
期

以
降
も
吉
利
支
丹
奉
行
を
中
心
と
し
た
摘
発
・
弾
圧
が
続
け
ら
れ
て
い
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
史
料
の
年
次
比
定
に
あ
た
っ
て
は
、
吉
利
支

丹
奉
行
が
寺
社
奉
行
の
一
部
局
で
あ
る
以
上
、
史
料
内
に
な
ん
ら
か
の

形
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
、
推
論
で
は
あ
る

が
比
定
の
材
料
と
し
て
扱
っ
た
。

本
史
料
か
ら
は
坪
内
氏
領
内
で

｢

野
村
与
平
次
の
妻｣

が
キ
リ
シ
タ

ン
で
あ
る
事
が
発
覚
し
た
た
め
、
尾
張
で
落
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、

尾
張
で
は
こ
の
問
題
は

｢

埒
が
明
か
な
い｣

状
態
と
な
り
、
尾
張
吉
利

支
丹
奉
行
両
名
よ
り
、
幕
府
に
ま
で
こ
の
問
題
は
持
ち
込
ま
れ
た
事
が

わ
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
幕
府
の
宗
門
改
役
か
ら
返
書
が
あ
り
、
坪
内

嘉
兵
衛
が
尾
張
吉
利
支
丹
奉
行
へ
届
け
る
手
筈
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

返
書
に
は
、
当
事
者
で
あ
る

｢

野
村
与
平
次
の
妻｣

と
そ
の
親
類
は
、
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こ
と
ご
と
く
尾
張
の
者
で
あ
る
た
め
尾
張
で
引
き
取
り
吟
味
を
加
え
る

べ
き
と
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
寛
永
八

(

一

六
三
一)
年
の
摘
発
の
際
に
、
四
十
余
名
が
江
戸
送
り
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
先
例
が
あ
る
た
め
、
幕
府
で
の
吟
味
を
伺
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
旗
本
領
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
扱
い
に
注
意
を
払
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

④

江
戸
幕
府
宗
門
改
役

江
戸
幕
府
に
宗
門
改
役
が
創
設
さ
れ
た
の
は
寛
永
十
七(

一
六
四
〇)

年
で
あ
る
。
相
次
ぐ
キ
リ
シ
タ
ン
の
発
覚
に
と
も
な
い
設
置
さ
れ
、
キ

リ
シ
タ
ン
の
弾
圧
の
中
心
と
な
っ
た
。
史
料
上
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
北

条
安
房
守
と
保
田
若
狭
守
で
あ
る
。
先
に
宗
門
改
役
に
就
い
た
の
は
北

条
安
房
守
で
あ
り
、
万
治
二
年
に
就
任
し
て
い
る
。
名
を
氏
長
、
正
房

と
言
い
北
条
流
兵
学
の
祖
と
し
て
名
が
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

ほ
か
に
地
理
な
ど
に
も
精
通
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
宗
門
改
役
に

関
し
て
は
宗
門
の
穿
鑿
心
持
な
ど
を
記
し
た

『

契
利
斯
督
記』

の
著
作

者
と
さ
れ(

�)

、
の
ち
の
宗
門
改
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
先
述
の

通
り
、
尾
張
吉
利
支
丹
奉
行
で
あ
る
海
保
弥
兵
衛
に
対
し
て
摘
発
に
伴

う
秘
訣
を
伝
授
し
て
い
る
。
一
方
の
保
田
若
狭
守
は
判
然
と
し
な
い
。

寛
文
二
年
に
作
事
奉
行
と
兼
任
す
る
形
で
宗
門
改
役
に
就
任
し
た
。
こ

の
後
は
宗
門
改
役
と
し
て
の
大
き
な
事
績
は
確
認
で
き
ず
、
寛
文
十
二

年
に
作
事
奉
行
を
辞
任
し
延
宝
元

(

一
六
七
三)

年
に
没
し
た
。

史
料
内
で
は
、｢

安
房
殿
・
若
狭
殿
書
状
被
遣
候｣

と
あ
る
た
め
、

両
者
の
連
署
状
が
坪
内
惣
兵
衛
に
下
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

尾
張
吉
利
支
奉
行
の
両
名
宛
に
送
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
旗
本
領
と

い
う
事
情
か
ら
か
、
在
府
中
の
坪
内
惣
兵
衛
か
ら
知
行
地
の
坪
内
嘉
兵

衛
へ
と
送
ら
れ
、
嘉
兵
衛
よ
り
尾
張
へ
届
け
ら
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス

が
と
ら
れ
て
い
る
。

⑤

｢

野
村
与
平
次
妻｣

に
つ
い
て

こ
こ
で
は
、
今
回
の
摘
発
の
当
事
者
で
あ
る

｢

野
村
与
平
次
妻｣

に

つ
い
て
分
析
す
る
。
寛
文
年
間
の
前
渡
村
を
把
握
し
た
帳
面
類
は
皆
無

で
あ
り
、
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
実
態
は
把
握
で
き
ず
、
こ
の
人
物
が
誰

で
あ
る
か
は
不
明
な
点
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
寛
文
年
間
で
は
な

い
な
が
ら
も
与
平
次
と
い
う
人
物
は
前
渡
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
確

認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。『

各
務
原
市
史』

の
史
料
編(

�)

に
掲
載
さ
れ

て
い
る

｢
永
井
好
之
氏
所
蔵
文
書｣

に
あ
る
慶
長
十
五

(

一
六
一
〇)

年
十
月
二
十
四
日
付
の

｢

前
渡
村
山
方
野
方
改
指
出｣

は
、
大
久
保
長
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安
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
美
濃
一
国
総
検
地
の
際
の
写
し
で
あ
る
が
、
こ

こ
に

｢
北
嶋
ノ
与
平
次｣

の
名
が
み
ら
れ
る
。
与
平
次
は
こ
の
後
、

｢

野
村｣
と
い
う
村
に
居
住
し
て
い
た
栗
木
掃
部
の
聟
に
入
っ
て
い
る
。

野
村
与
平
次
の
野
村
は
こ
の
地
名
を
採
用
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、

慶
長
十
五
年
の
記
載
で
あ
る
た
め
、
こ
の
時
に
壮
年
で
あ
っ
た
と
考
え

る
と
寛
文
年
間
に
は
八
十
歳
ほ
ど
の
高
齢
と
な
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の

人
物
と
同
一
人
物
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
野
村
は
坪
内
嘉
兵
衛
領
で

は
な
い
。

こ
の
人
物
の
子
や
孫
な
ど
、
関
連
性
が
完
全
に
ゼ
ロ
と
は
言
え
な
い

が
ひ
と
ま
ず
は
否
定
的
に
見
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
調
査
の
段
階
で

見
ら
れ
た
唯
一
の
与
平
次
と
い
う
名
で
あ
る
の
で
掲
載
し
て
お
く
。

お
わ
り
に

以
上
、
中
京
大
学
所
蔵｢

坪
内
惣
兵
衛
書
状｣

の
紹
介
と
分
析
を
行
っ

た
。本

史
料
は
、
旗
本
坪
内
惣
兵
衛
か
ら
分
家
の
坪
内
嘉
兵
衛
に
宛
て
て

発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
濃
尾
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
織
豊
期
に
隆
盛
を

極
め
た
の
ち
、
度
重
な
る
禁
教
政
策
に
よ
っ
て
衰
退
し
て
い
っ
た
が
、

中
で
も
弾
圧
が
も
っ
と
も
苛
烈
に
な
る
寛
文
年
間
の
発
給
で
あ
る
本
史

料
か
ら
は
、
江
戸
幕
府
の
意
向
を
背
景
に
濃
尾
地
域
の
キ
リ
シ
タ
ン
弾

圧
を
先
導
す
る
尾
張
藩
と
、
尾
張
藩
に
隣
接
す
る
旗
本
坪
内
家
の
対
応

の
様
子
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。

旗
本
坪
内
家
の
領
内
か
ら
発
覚
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
に
つ
い
て
は
先
行

研
究
や
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
事
が
な
く
、
差
出
・
宛
名
と
も
に
判
然
と

し
な
か
っ
た
。
筆
者
の
力
不
足
で
あ
り
恥
じ
入
る
限
り
だ
が
、
今
後
の

濃
尾
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
明
ら
か
に
さ
れ
る
事

を
切
に
望
む
ば
か
り
で
あ
る
。
今
後
、
濃
尾
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
中
で

も
旗
本
領
で
の
キ
リ
シ
タ
ン
摘
発
と
藩
・
幕
府
を
巻
き
込
ん
だ
事
例
の

一
史
料
と
し
て
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註

(

１)

横
山
住
雄

『

尾
張
と
美
濃
の
キ
リ
シ
タ
ン』

(

中
日
出
版
社
、
一
九

七
九
年)

(

２)

森
徳
一
郎

『

尾
張
切
支
丹
年
表
・
尾
張
切
支
丹
礼
所
巡
禮』

(

森
徳

一
郎
、
一
九
三
五
年)

(
３)

柴
田
亮

｢

寛
文
年
間
に
於
け
る
尾
張
藩
の
宗
門
改｣

(『

史
苑』

十
巻

二
号
、
一
九
三
六
年)

｢
美
濃
尾
張
の
切
支
丹｣

(『

史
苑』

一
巻
四
号
、
一
九
二
九
年)

(

４)

清
水
紘
一

｢

寛
文
期
尾
張
藩
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
つ
い
て｣

(『

徳
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川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要』

昭
和
五
十
三
年
度
、
一
九
七
九
年)

(
５)

前
掲

(

４)

清
水
論
文

(

６)
『

各
務
原
市
史』

通
史
編

近
世
・
近
代
・
現
代

(

各
務
原
市
、
一

九
八
七
年)

(

７)
｢

保
田
宗
雪｣

『

寛
政
重
修
諸
家
譜』

第
四
巻
、
二
〇
二
頁

(

続
群
書

類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
年)

｢

北
条
正
房｣

『
寛
政
重
修
諸
家
譜』

第
八
巻
、
三
〇
九
〜
三
一
〇
頁

(

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年)

｢

坪
内
氏｣

『

寛
政
重
修
諸
家
譜』

第
十
六
巻
、
八
三
頁
〜
九
七
頁

(

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年)

(

８)
『

稲
羽
町
史』

(

各
務
原
市
稲
羽
町
史
刊
行
会
、
一
九
七
七
年)

(

９)

坪
内
氏
の
知
行
地
周
辺
に
つ
い
て
は
各
務
原
市
史
に
詳
し
い
地
図
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

｢

村
別
領
主
一
覧｣

『

各
務
原
市
史』

通
史
編

近
世
・
近
代
・
現
代
、

五
七
頁
よ
り
引
用

(

各
務
原
市
、
一
九
八
七
年)

(

�)

前
掲

(

２)

、
森
著
書

(

�)

前
掲

(

４)

、
清
水
論
文

(

�)

姉
崎
正
治

『

切
支
丹
宗
門
の
迫
害
と
潜
伏』

(

同
文
館
、
一
九
二
五

年)

(

�)
『

各
務
原
市
史』

資
料
編

(

各
務
原
市
、
一
九
八
五
年)
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そ
の
他
参
照
文
献
・
史
料

〈
自
治
体
史
〉

『

岐
阜
県
史』

通
史
編

近
世
上

(

岐
阜
県
、
一
九
六
八
年)

『

岐
阜
県
史』
資
料
編

近
世
一

(

岐
阜
県
、
一
九
六
五
年)

『

愛
知
県
史』
通
史
編

近
世
一

(

愛
知
県
、
二
〇
一
九
年)

『

可
児
市
史』

通
史
編

第
二
巻

古
代
・
中
世
・
近
世

(

可
児
市
、
二
〇

一
〇
年)

〈
著
書
〉

窪
田
明
治

『

切
支
丹
屋
敷
物
語』

(
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
〇
年)

〈
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト
〉

村
井
早
苗

研
究
ノ
ー
ト

｢

寛
文
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
つ
い
て
の
一
史

料
―
幕
閣
と
臼
杵
藩
と
の
交
渉
―｣

(『
史
艸』

第
十
七
巻
、
一
九
七
六

年)

〈
史
料
〉

｢

正
事
記｣

第
三
巻

(『

名
古
屋
叢
書』

第
二
十
三
巻
、
随
筆
編
、
六
、
名
古

屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
六
四
年)
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